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脱炭素社会の実現を目指す
日本環境衛生センターの取組み
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一般ஂࡒ๏ਓ 日本環境Ӵੜセンター
東日本支局 環境事業本部 ಛ別ࢀ事

１ɽはじめに

日本環境衛生ηンター（以Լ、「ηン
ター」）は、1954（ত29）年に、公ऺ衛
生の改ળに取り組む全国の地区衛生組৫活
動をଆ面支援する趣旨で、日本環境衛生協
会として創立された（財団法人の成立は
1956（ত31）年）。以来、67年の事業継
続において、ネζϛ衛生害のۦআに始ま
り、Ԛ物の衛生ॲ理、廃棄物の適正ॲ理、
公害分ੳ、環境解ੳ、地球規模の環境問、
害対策、再生可能エネルギーの利活用なࡂ
ど、分化・専門化する環境衛生のॾ問の
解決に取り組み、産官学民の連ܞにおける
中間的な位置において専門ྖ域を広げ、組
৫を拡大し、調査研究、技術指導、人材育
成、ී及ܒ発、国際協力に及Ϳ幅の広い多
༷な活動を行ってきた。

現在、政府の環境政策は、脱炭素社会、
循環経済、分ࢄ型社会への「３つの移行」
を౷合的に進めようとしている。特に2020
年10月の『カーボンニュートラルએݴ』に
より、脱炭素社会の実現を目指す取組みが
産官学民の各主体において急展開されてい
る。ηンターは、人的知的資源を活用し、
産官学民のネットワークのなかで専門性と
総合力を࣋った役割を果たし、ۓ٤の社会

的要に応えるため、2021年には地球温暖
化対策タスクフォースを設置し、検討を
行っているところである。

本ߘでは、３つの移行への貢献を目指す
ηンターの取組みのなかから、脱炭素社
会に向けた活動にண目し、紹介する。

２ɽૉઌߦҬͱは

զが国は2020年に、2050年までに温室効
果ガスの排出を全体としてθロにして脱炭
素社会の実現を目指す『カーボンニュート
ラルએݴ』をし、2021年４月には、2050年
カーボンニュートラルと整合的で野৺的な
目標として、2030年度に温室効果ガスを
2013年度から46％削減することを目指すこ
と、さらに、50％の高みに向け挑戦を続け
ること（以Լ、「2030年度目標」と略す）
を表明した。

これらの目標の達成のためには、国と地
方の協働・共創による取組みが必要不可ܽ
であるため、内閣府に国・地方脱炭素実現
会議が設置され、地域が主役となり、地域
のັ力と࣭を向上させる地方創生に資する
地域脱炭素の実現を目指し、特に2030年ま
でに集中して行う取組み・施策を中৺に、
工程と具体策を示す『地域脱炭素ロード

+&4$ͷల։
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マップ』が策定された。（令３年６月、国・
地方脱炭素実現会議決定）
『地域脱炭素ロードマップ』では、地域

脱炭素の意欲と実現可能性が高いところ
（脱炭素先行地域）をモデルとして少なく
とも100カ所選定し、他地域への「実行の
脱炭素ドϛノ」をىこすべく、地方自治体
や地元企業・金融機関が中৺となり、国も
積極的に支援しながら、2025年度までに取
組みの道ےをつけて、2030年度までに実施
するとしている。

そして、本年１月には「脱炭素先行地域」
の第１回募集が開始された。募集対象は、
地方自治体、複数の地方自治体の共同提案、
地方自治体、民間企業、大学などの共同提
案で、選定にあたっては、脱炭素先行地域
に;さわしい再エネ導入量や再生エネル
ギー発電量の割合などのほか、地域の՝
解決と脱炭素を同時実現して地方創生にも
貢献する点などから評価の高いものが選定
される。

また、脱炭素先行地域づくりのために、

複数年度にわたり継続的かつแׅ的に支援
するスキームとして「地域脱炭素移行・再
エネ推進交付金」が設けられており、2021
年の地球温暖化対策の推進に関する法

（以Լ、「地球温暖化対策推進法」）の改正
と一体となって、選定された脱炭素先行地
域を集中的・重点的に支援することになっ
ている。

３ɽૉઌߦҬͮ͘りのࢧԉ

ηンターでは、脱炭素先行地域の計画
提案書の作成のϙイントを次のように整理
し、地球温暖化対策実行計画の策定・見直
しと合わせて支援することを提案する。

（１）ϙςンγϟϧのあるҬのબఆ
地域特性に応じた、再生可能エネルギー

導入ϙテンシャルを推定する。他の地方自
治体と連ܞする場合には、連ܞ先（供給先）
となる地方自治体との事前調整を行い、そ
の上で要件達成の提案を行う必要がある。

図１　ૉઌߦҬのΠϝージ
　　　 ［出典：環境省h ྩ̐年度環境省ॏࡦࢪ集 ］ɦ
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（ ２ ）ૉઌߦҬの事業σβΠン
民生部門の電力ফ費に伴うCO2排出実࣭

θロが大前提の要件となるため、CO2削減
量を推定し、地域内での産業間連ܞを見据
えた官民連ܞの事前調整を行う必要がある

（ਤ１）。

（ ３ ）事業ܭըのࡦఆ
各要件達成に向けた、必要データの算定・

整理、事業計画案の作成、事業計画策定に
係る、関係事業者、ॅ民等との調整を行う
必要がある。

廃棄物分野も民生部門（廃棄物関係では
自治体・廃棄物ॲ理業者の事業所、ࡂ害関
係では防ڌࡂ点など）とབྷめれば対象とな
るので、֘分野に๛富な知見や情報を有
するηンターは、ごみম٫ॲ理に伴う発
電等により、廃棄物分野を中৺とした事業
デβインを提案する。

また、本事業計画の対象とする脱炭素先
行地域の選定においては、計画する再生可
能エネルギーの供給量（ොଘ量）を推定す
る一方で、ध要量に合った供給量を推定し、
目標を設定する。そのプロηスでは、省エ
ネルギー等によるध要量の削減も必要にな
るので、ステークϗルダーとの調整が必要
不可ܽであり、その成൱が設計のϙイント
となる。

ηンターは、ステークϗルダーで構成
する推進協議会の設置を提案し、その事務
機能を担うとともに、必要に応じてアドہ
バイβーをݣし、円な調整を行う。こ
の推進協議会により、ステークϗルダーへ
のී及ܒ発、人材育成を提案し、計画の実
行性を確保する。

また、CO2の回収・貯留・有効利用（CCUSɿ
CarCon dioYide CaQtVre, Utili[ation and 
StoraHe）に関するプラントメーカー等に
よる技術開発動向を見据えた情報を提供
し、CCUSや広域化・集約化を見据えた高
効ごみ発電導入に向けたपลの地方公共

団体間でのワークショップやษ強会の開催
の支援も行っている。

４ɽ ٿԹஆԽ対策࣮ܭߦըの策ఆͱ
ԉࢧ͠のݟ

述したように、2021年の地球温暖化対ط
策推進法の改正のϙイントは、
① 2050年カーボンニュートラルએݴの実現

を基本理念として法に位置づけたこと
② 地方創生につながる再エネ導入を促進す

ること
③ 企業の温室効果ガス排出量情報のオープ

ンデータ化
――である。このうち地方公共団体に関す
るものは「②地方創生につながる再エネ導
入を促進」であり、地方公共団体が策定す
る「地球温暖化対策実行計画」には、施策
の実施に関する目標を設定する必要がある。

さらに、指定都市・中核市・特例市は、
実行計画において、その区域の自然的社会
的条件に応じた再生可能エネルギーの利用
促進等の施策に関する事項に加えて、施策
の実施に関する目標を定めることとされて
いる。

ηンターは、この実行計画の策定・見
直しにおいて、事務事業ฤでは導入可能な
省エネルギー対策を提案し、CO2排出量を
算定する。区域施策ฤでは、地域の特性や
資源をѲして、再生可能エネルギーのො
ଘ量を求め、産業間連ܞや官民連ܞ事業に
よる導入の可能性を検討するとともに、
CO2排出量を算定し、地方創生を目指した
提案を行う。

５ɽٞࡍࠃΛ౿·͑ͨܭը策ఆ

2021年に英国・グラスΰーで開催された
国連気候変動組条約第26回క約国会議

（COP26）では、気温上ঢを産業革໋以前
とൺべて1.5度に抑制すること、2030年ま



�0 Life and Environment Vol.67, No.2,  2022

No6_特集 村Ԭ氏_5n　　ページ31No6_特集 村Ԭ氏_5n　　ページ30

でに全ੈ界で温室効果ガス排出量を2010年
ൺ45％削減すること、今ੈ紀ばにネット・
θロにすることが再確認され、その経ա点
である2030年までの野৺的な気候変動対策
がక約国に求められた。զが国の脱炭素計
画（「2050年カーボンニュートラル」「2030
年度目標」）はもちろんのこと、国内のす
べての地球温暖化対策実行計画も、こうし
た国際的議論を౿まえる必要がある。

ηンターは、開発్上国における環境
問解決を支援する国際協力を積極的に展
開し、各国政府や国際機関等との強ݻな
ネットワークを築いてきた。これらを活用
し、国際的議論のைྲྀや主要国・都市の取
り組み等を的確に౿まえた、࣭の高い計画
策定や各種支援が可能である。

具体的には、
① 地球温暖化対策計画に、最新の国際場ཪ

での議論の盛込み
② 欧州θロカーボンシテΟや欧州グリーン

キャϐタル受都市の取組みを整理
し、地球温暖化対策計画に盛込み可能な
イノベーションの提案

③ 自治体の海外࢞ຓ都市関係などに基づ
く、国際協力への展開を見据えた温暖化
対策計画の策定とその実現の後ԡし

また、このような支援にあたっては、欧
州各国の廃棄物理における資源循環・脱
炭素化に向けた動きを調査、アジア主要都
市と本自治体との資源循環に向けたネッ
トワークづくり、ੈ界最大のCO2排出国で
ある中国の環境と開発の調を後ԡし等の
取組みを通じてηンターがಘてきた知見
やネットワークを最大限活用する。

６ɽϓラスνοΫݯࢿ॥のଅਐ

廃棄物分野における温室効果ガスの排出
のうち、プラスチックごみのম٫に伴う
CO2の排出が多くをめているので、地球

温暖化対策実行計画の策定・見直しとプラ
スチック資源循環に関する検討を関連付け
て行うことが適切と考える。

プラスチック資源循環促進法が本年４月
から施行されるので、市町村の廃棄物部ہ
においては、製品由来のプラスチックごみ
の分別・リサイクルについて検討が求めら
れている。具体的には、市町村の分別収集、
再商品化の促進のために、プラスチック使
用製品廃棄物について、分別基準の策定や
適正な分別排出を促進するために必要な措
置を講じる必要がある。

分別収集・再商品化を促進する方法とし
ては、次の２つがある。
①容ثリサイクル法ルートの活用
「市町村は、分別収集物の再商品化を、

容ثแ装リサイクル法に規定する指定法人
に委ୗすることができる。」（法第32条）
②再商品化計画に基づく再商品化
「市町村は、単ಠでຢは共同して、分別

収集物の再商品化の実施に関する計画を作
成し、主務大臣の認定を申することがで
きる。」（法第33条）認定されれば、選別、
ࠝแ等の工程を再商品化事業者に一体化・
合理化できる。

どの方法で行うかは、現状の分別区分や
市町村が保有する設備、再商品化事業者の
連ܞ状گ、コストࢼ算等により、選する
ことになる。ηンターは、市町村がこの
選をするための検討を支援するとともに、
 プラスチックの資源循環に向けたごみॲ

理基本計画の策定（見直し）、施設整備
基本計画の策定

 市区町村から排出されているプラスチッ
ク使用製品廃棄物の種類、組成等調査に
よる実態Ѳ

 モデル地域における回収ࢼ行とコストࢼ
算

――等の支援を行う。
プラスチックの資源循環ฒびにプラス
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チック資源循環促進法に関する相談や問い
合わせにも応じている。

̓ɽ࠶ੜՄΤωルΪʔのར׆༻

地球温暖化・気候変動対策において、再
生可能エネルギーの利活用は最も重要なப
の一つであるが、その特性を活かした地域
づくりにつなげるには、༷ʑな観点から調
査検討を行う必要がある。

ηンターでは、༷ʑな関係者とのネッ
トワークを活かして、廃棄物発電や太陽光
発電等の再エネを活用した地方自治体の脱
炭素・地域づくりについては、以Լのよう
な取組みを実施、公表している。
①再エネ活用ϙテンシャルの整理 

② ध給バランスを౿まえた再エネ活用方策
の検討
ごみ発電に関しては、2013年から、学識

者、プラントメーカ、自治体で構成された
研究会を発し、電力システム改革をܖ機
とした地域エネルギー事業のあり方を念頭
に、廃棄物エネルギー利活用や地域の炭
素化への貢献のあり方等を検討し、成果を
公表している。
③再エネ活用効果の検討
④ 再エネ活用に向けたී及ܒ発・人材育成　

ごみ発電の地産地ফの仕組みと自分たち
でできることについてࣇಐ生ెにわかりや
すく学べる体験型学श支援プログラムを作
成し、ී及ܒ発も行っている。

図 ２ 　 ૉɾ省$0ܕ�廃棄物処理γスςϜのΠϝージ　
　　　  ［出典：環境省ʰྩݩ年度廃棄物処理γスςϜに͓͚るૉɾ省$0�ରٴීࡦଅਐํࡦ

検౼ௐࠪٴͼ実現Մੑௐࠪҕୗ業務ใࠂॻ ］ɦ
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そしてこれまでに、環境省の「廃棄物発
電ネットワーク実現可能性調査」「廃棄物
エネルギー利活用計画策定検討調査」、地
方自治体の「ごみ発電の地産地ফ学श支援
プログラム支援」「清工場廃棄物エネル
ギー利活用検討調査」等に取り組んでいる。

また、環境省の『廃棄物ॲ理システム脱
炭素・省CO2対策ී及促進事業』『廃棄物
系バイオマス利活用導入促進事業』の推進
により、廃棄物エネルギーの利活用を含め
た一ൠ廃棄物ॲ理の脱炭素化に向けて、国
全体の脱炭素化の取組みに向けた方向性や
༷ʑな技術動向、事業形成の進め方等の調
査検討を行っている（ਤ ù）。このため、
ごみと脱炭素社会を考える全国ネットワー
クϙータルサイト（Wa�reDlステーション）
を運用している。
（IttQT���Xa�reDl.net�）

̔ɽ ީؾมಈのదԠ策のਪਐ・
େنࡂの対策ࢧԉ

地球温暖化にىҼするとされる気候変動
に適応するため、2018年に気候変動適応法
が制定され、զが国における適応策の法的
位置づけが明確化され、国、地方公共団体、
事業者、国民が連ܞ・協力して適応策を推
進するための法的仕組みが整備されてい
る。

ηンターでは、環境省の『地方公共団
体における廃棄物・リサイクル分野の気候
変動適応策ガイドライン』の策定を支援し、
地方自治体の一ൠ廃棄物ॲ理基本計画、施
設整備基本計画、長ण໋化計画等に自治体
の事情に合わせた気候変動への適応策を盛
り込むことを提案している。

加えて、%.WaTte�Net（ࡂ害廃棄物ॲ理
支援ネットワーク）のメンバーとしての大
規模ࡂ害時の支援、東日本大ࡂ時のؠख
県・宮城県・福島県のࡂ害廃棄物Ծ設ॲ理
施設の建設・運Ӧ支援等大規模ࡂ害発生時

の対応支援の経験から、ࡂ害廃棄物ॲ理計
画の策定支援やආ難所の衛生に必要な視
点、知識、考え方をにつけた人材の育成
講࠲・研म・܇࿅等を実施し、衛生対策の
マニュアル作成支援も行っている。

気候変動に伴う生物の分布の変化、特に
感છと関連する野生動物やベクター（գ
やハエ等のഔ介生物）への適応策について
は、専門機関としての知見を有している。

�ɽେڥؾにؔ͢Δௐࠪ・ڀݚ

ηンターでは、東アジア地域の大気Ԛ
છのモニタリングと研究の中৺的な役割を
担っているアジア大気Ԛછ研究ηンター

（所長ɿി山࢙郎）を支ہとして有してお
り、ඍ小ཻ子状物࣭（P.2.5）などのエア
ロκル、光化学オキシダント、ସフロン
類の調査や排出インベントリ研究、森林地
域における̤3影響の実態解明研究等を通
じて、二ࢎ化炭素以外の温室効果ガス等の
視や今後の対策に貢献している。

以Լに、研究の一例を紹介する。

（１）ϑϩンྨٴͼସϑϩンྨのੳ
オκン層ഁ壊物࣭のモニタリングを長年

実施しており、)'CTについては、2000年か
らモニタリングを開始している。北海道（バッ
クグランド地点）の)'C�134a（GWP 1,430）
ೱ度は増加し続けている（ਤ ú）。

（ ２ ）ྛҬに͓͚る 3̤Өڹの実態ղ໌
森林・山ַ地域における̤3の২物影響

のパイロットモニタリングを実施してい
る。ീ海山（新ׁ県）や英山（福Ԭ県）
で の 現 状 の ̤3 ೱ 度 や そ の 影 響 指 標

（"OT40）は、樹木の成長量Լを引きى
こす可能性があるレベルであることが示ࠦ
されている（ਤ û）。今後は、ローコスト
ηンサーや衛観ଌを用いた広域評価研究
も進めていく予定である。



特
集

ૉԽの࣮͚ͯʹݱ

特 集 ૉԽの࣮ݱに͚ͯ

��生活と環境　令４年３月߸

No6_特集 村Ԭ氏_5n　　ページ33

��ɽおわりに

地域脱炭素は、զが国の2050年カーボン
ニュートラル目標達成のためには必要不可

ܽなものであり、また、
脱炭素が経済競争と݁
びつく時、地方の成長
戦略として、地域の強み
をいかした地域の՝
解決やັ力と࣭の向上
に貢献する機会となる。

Ӭ年地域に寄りఴい、
公ऺ衛生の向上と生活
環境の保全に取り組ん
できたηンターは、地
域から一つでも多くの
脱炭素の先行的な取組
みが提案され、地域資源
の活用により、地域の経
済活性化、地域՝の解
決に貢献できることを
。ってやまないئ

このため、本年１月よ
り、地方公共団体の৬員
の対象とする無料のオ
ンライン研मを開始し
た。１月は「脱炭素先行
地域づくり」、２月は「プ
ラスチック資源循環促
進法」をテーマとし、多
くの方に聴講いただい
た。

今後もηンターの
活動のྖ域とする「廃棄
物」と「環境保全」と「生
活衛生」に関する最新の
国の行政動向をはじめ、
本ߘで紹介した取組み

に限らずに、広く有用な情報の提供を行っ
ていく所ଘである。多くの方の聴講をお
ちしている。

図 ３ 　 ւಓに͓͚る)'$�13�Bのେؾ中のόοΫάϥンυೱ度の
年มԽܦ

　　　  ［出典：環境省ʰฏ3�年度ϑϩンΦκンӨڹඍ量Ψスࢹௐࠪ ］ɦ

図 û 　 ྛɾַࢁҬに͓͚る 3̤の২物Өڹの
ύΠϩοトϞχタリンάঢ়گ

　　　  ［出典：環境省h ӽ境େؾԚછɾੑࢎӍظϞχタリンάใࠂॻ（ฏ��ʙ��年度）ɦ
（ฏ31年３月）、概要൛YWทのσータΛ༻͍て࡞］




